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第１ 本書面の目的 

１ 火山事象に係る争点については、別紙「火山事象に係る争点の整理」記載のと

おりであり、本書面は、原告ら準備書面(218)に続いて、被告準備書面⒃、⒆、⒇

及び(23)のうち、争点Ⅲ及び争点Ⅳに関係する部分について、必要な範囲で反論す

ることを目的とする。 5 

領域Ⅲ 

争点Ⅲ① 

降下火砕物の層厚想定ないし巨大噴火に至ら

ない噴火の噴火規模に関する基準の不合理性 

（176）（202）（204）

（209） 

（215）本書面 

争点Ⅲ② 

気中降下火砕物濃度の推定手法に関する基準

の不合理性 

（155）（176）（202）

（204） 

本書面 

争点Ⅲ③ 
気中降下火砕物濃度に関する設計基準の不存

在 

（202）本書面 

領域Ⅳ 

争点Ⅳ① 
降下火砕物の層厚想定に関する基準適合判断

の不合理性 

（155）（203）（204）

本書面 

争点Ⅳ② 
気中降下火砕物濃度の推定手法に関する基準

適合判断の不合理性 

（155）（203）本書面 

図表１ 本書面で反論する争点 

 

２ 被告準備書面⒃及び⒆は、主に争点Ⅰ及びⅡに関するものであり、原告ら準備

書面(218)で反論済みである。 

３ 被告準備書面⒇は、原告ら準備書面（202）ないし（204）に対する反論と位置10 

付けられている。 

  原告ら準備書面（202）は、争点Ⅲ（影響評価に関する基準の不合理性）につい

て、被告準備書面⑻に対する反論を行っていた。 

  同（203）は、争点Ⅳ（影響評価に関する基準適合判断の不合理性）について、

被告準備書面⑻に対する反論を行っていた。また、同（204）は、他地裁で実施さ15 

れた町田洋教授の証人尋問及び巽好幸教授の証人尋問を踏まえ、火山学の基礎知

識と争点全般について補足的な主張を行っていた。 
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４ 被告準備書面(23)は、原告ら準備書面（202）及び（209）に対する反論と位置付

けられている。 

  原告ら準備書面（209）は、鹿児島地裁で行われた巽氏の証人尋問及び九州電力

社員・赤司二郎氏の証人尋問を踏まえ、争点ⅠないしⅢについて補足的な主張を

行っていた。 5 

５ 以上を踏まえ、本書面では、争点Ⅲ及びⅣについて反論する。 

 

第２ 原告ら準備書面（202）第２について 

１ 被告の反論は的を射ていないこと 

  被告は、準備書面⒇第１・２項及び第２、第３において、原告らが準備書面（202）10 

第 2 で主張していた点について反論している。 

  準備書面（202）第２は、降下火砕物の特徴と、原子力施設に対する影響として、

降下火砕物の影響評価に過誤があった場合
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

に、本件施設を含む原子力施設の様々

な部位に同時多発的に極めて深刻な機能喪失が発生し、冷却機能を喪失するかと

いう機序を明らかにしたものであり、降下火砕物の影響評価に係る過誤が、看過15 

し難いもの（周辺住民の生命や身体といった重大な利益を侵害する危険のあるも

の）となり得ることを示すものであった。 

  これに対し、被告は、準備書面⒇のほぼ全編で、原告らが、「非常用ディーゼル

発電機に係る審査」や「制御建屋中央制御室に係る審査」、「設計上対処すべき計

装盤に係る審査」、「降下火砕物の間接的影響に対する設計方針」等に係る原規委20 

の判断過程に、「看過し難い過誤、欠落が存在する旨を主張するものと解される」

などと曲解し（準備書面⒇・１６頁、２０～２１頁、２５頁、２７～２８頁）、こ

れに対する反論と称して、的外れな主張を展開している。 

  これらの主張は、そもそも原告らの主張を正解しておらず無意味であるが、泥

流（ラハール）に関する反論部分（準備書面⒇・１３頁以下）についてのみ、反25 

論しておく（準備書面⒇第１・１項については別途後述する）。 
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２ 火山泥流（ラハール）に係る評価の不合理性 

⑴ 火山泥流（ラハール）に関する原告らの主張 

  原告らは、降下火砕物や火山泥流等の間接的影響に対する安全確保の問題
、、、、、、、、、、、、、、、、

とし

て、降灰に降雨が重なると道路が通行不能になり、道路の近くに傾斜地があると、5 

泥流（ラハール）となって道路が寸断されたり、大量の火山灰が排水を妨げて洪

水を引き起こしたりする可能性が大きいため、極めて長期の外部電源喪失、アク

セス制限及び交通途絶を考慮しなければならないことを主張していた（準備書面

（202）・２０～２１頁、２９頁、ラハールにつき、甲Ｄ５２１・３６５頁）。 

  火山ガイド 5.1 項⑴(b)及び⑶(b)では降下火砕物の間接的影響とこれに対する10 

安全確認が定められているほか、火山ガイド 5.5 項⑴(b)及び⑶(b)では、火山泥

流等の間接的影響として、これらの現象が原子力施設周辺の社会インフラに影響

を及ぼし、送電網の損傷による長期の外部電源喪失や施設へのアクセス制限事象

が発生し得ることを考慮する必要があるとし、これに対する安全の確認が求めら

れている（甲Ｄ３３８・１５～１６頁。図表２）。 15 

 

図表２ 令和元年火山ガイド５．５項抜粋（甲Ｄ３３８・１５～１６頁） 
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  また、火山ガイドの解説-25.でも、IAEA の SSG-21 を引用し、火山泥流が非常

に大きい厚さ（数十メートル）に達することがあり、広範囲に堆積が及ぶことな

どが指摘されている（甲Ｄ３３８・１６頁）。 

 

⑵ 被告らはまともに反論できていないこと 5 

ア しかるに、被告は、論点をずらして原告らの主張にまともに答えていない。 

  すなわち、参加人は、設計対応可能な火山事象としての火山泥流等について、

①敷地近傍
、、、、

に火山泥流等の堆積物が確認されないこと、②敷地
、、

が台地上に位置し、

火山を源流に有する河川流域に含まれないことを理由に、「施設に影響を及ぼす

可能性は十分小さい」とし、火山事象として抽出しないことと評価しているとこ10 

ろ（丙Ｅ７・１５６頁）、被告はこれを踏まえ、「火山ガイドを踏まえたものであ

り、文献調査、地質調査等により、本再処理施設への影響を適切に評価している

ことを確認した」とする（乙Ａ５４・８３～８４頁、準備書面⒇・１４～１５頁）。 

イ しかし、上記根拠①及び②は、いずれも施設の敷地ないし近傍における泥流の

到達の有無に関する評価であり、泥流の直接的影響
、、、、、

に関するものでしかない。 15 

  また、①については、敷地「近傍」としており、一定程度周辺を含めて評価し

ていると考えられるが、これらは「相当の距離まで到達する」可能性があるにも

かかわらず（図表２）、参加人の資料（丙Ｅ７・１５６頁）を見ても「近傍」とい

うだけで、検討された具体的範囲は明らかではなく、判断の具体的過程を負うこ

とができない。 20 

ウ さらに、参加人や原規委が確認したのはあくまでも「火山泥流等の堆積物」で

しかなく、極めて不十分である。火山灰が原発の敷地周辺に広く堆積している以

上、降雨という不確実性の大きな自然現象（大雨が発生しないと評価することは

不可能）によって、大規模な泥流は容易に発生し得る。ちなみに、参加人の評価

（シミュレーション）によれば、極めて広範囲に５０㎝を超える降灰が生じるこ25 

とになる（図表３）。 
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  そのため、火山ガイドでも「火山噴出物に依存する」とされているのであって

（図表２）、敷地付近に「火山泥流等の堆積物」がないからといって、火山泥流が

発生しないという根拠には全くならない。むしろ、相当の厚みの火山灰が傾斜地

に堆積しているような地域では、降雨により、火山泥流が発生する可能性は十分

に存在し得ると考えるべきである。 5 

 

図表３ 参加人による降灰シミュレーション（丙Ｅ７・２１６頁） 

 

エ 改めて図表３をよく見ていただきたい。ほとんど青森県全域が、数十㎝の降灰

で埋め尽くされ、敷地周辺の広範囲にわたって５０㎝を超える降灰がある。この10 

ような事態が発生したとして、何らの問題もなく本件施設の安全が確保されると

考えるのは、余りにも非常識で非現実的というほかない。裁判所は、机上の空論

に騙されて、周辺住民の生命や身体を危険に晒すことは許されない。 

  参加人ないし原規委は、とにかく、問題を矮小化して本件施設の安全が確保さ

れるかのような欺瞞を用いている。 15 

  本来、原規委が確認すべきは、敷地「近傍」の「火山泥流等の堆積物」の有無
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ではなく、敷地から相当広範囲まで含めた「降下火砕物の堆積物」の有無及び程

度と、傾斜地との関係である。そして、泥流（ラハール）等が発生する可能性が

あるとなれば、噴火後、数か月から数十年にわたって持続することがあるから（図

表２）、その間、外部電源もなく、給水もままならない状態で原子力施設の安全を

確保するのは不可能に近い。 5 

  参加人はこのような評価を行っていないし、原規委もこれを確認していない。

このような事態を想定すれば、本件施設の稼働ができなくなることを知っている

からこそ、敢えてこのような想定を行わないこととしているのであり、原規委の

判断に明白かつ重大な欠落が存在する。 

 10 

第３ 争点Ⅲ‐影響評価に関する基準の不合理性 

１ 争点Ⅲ①（降下火砕物の堆積層厚） 

⑴ 原告らの主張 

ア 準備書面（202）・第４で述べたとおり、令和元年火山ガイドは、降下火砕物の

敷地における層厚想定に関して、図表４のとおり定めている。 15 

 

図表４ 令和元年火山ガイド５章柱書（甲Ｄ３３８・１１頁） 

 

イ これは、特に例外規定の部分で、特定の噴火規模、例えば、噴出量が４０㎦と
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なる火山事象の発生可能性が十分小さいかどうかを評価・判定できるという前提

に立った規定である。 

  しかしながら、令和元年火山ガイド改正前は、例外規定について、「噴出源が同

定でき、その噴出源が将来噴火する可能性が否定できる場合は考慮対象から除外

する」とされており（平成２５年火山ガイド６章柱書（甲Ｄ２０３・１１頁））、5 

もともとは、火山自体の噴火可能性を否定できる場合のみ考慮対象から除外する

とされていた。令和元年火山ガイドは、これを改悪し、例外規定が適用される範

囲を合理的理由なく広げた点で不合理である。 

ウ 令和元年火山ガイドについて、被告は、立地評価と同様、巨大噴火についてそ

の発生可能性が十分小さいとされる場合に、巨大噴火には至らないがこれに準ず10 

る規模の噴火を考慮せず、最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模を考慮すればよ

いという定めになっていると主張するが、令和元年火山ガイドの影響評価にその

ような記載は見られない。仮に、火山ガイドの解釈として被告の主張するように

解する場合、上記のような巨大噴火に関する特別の規定が、社会通念を根拠とし

て定められたことに照らせば、巨大噴火に至らないがこれに準ずる規模の噴火に15 

ついて除外する合理性はなく、火山ガイド自体が不合理である。 

エ この点について、原告ら準備書面(202)・第４で詳述し、同(204)・第３・３項

や第４でも、町田洋教授や巽好幸教授の証人尋問結果を踏まえて主張していた。 

 

⑵ 被告の反論はほとんど存在しないこと 20 

ア これに対し、被告は、準備書面(23)・第３において、上記⑴ウの点について、立

地評価に対するものとして一応反論しているけれども（ただし、立地評価に係る

巨大噴火に関する取扱いが、なにゆえ影響評価においても適用されるかについて

は反論がない）、上記⑴アイの点については反論がない。原告らの主張に対して反

論できないということであり、原告らの主張が認容されなければならない。 25 

イ 一応反論とみられる上記⑴ウの点も、あくまでも立地評価に関する反論（争点
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Ⅰ③に関する反論）であるから、それがなぜ影響評価にまで適用できるのかにつ

いては何らの反論もなされていない。争点Ⅰ③に関する反論としては、原告ら準

備書面（218）で詳述済みである。 

 

２ 争点Ⅲ②（気中降下火砕物濃度の推定手法） 5 

⑴ 原告らの主張 

ア 争点Ⅲ②は、気中降下火砕物濃度の推定に関する基準の不合理性である。争点

Ⅲ③でも後述するとおり、そもそも気中降下火砕物濃度の推定については設計基

準とされていないが、参考濃度の推定として、一応の基準は存在する（ただし、

事業指定（変更許可）の段階ではなく、保安規定（変更）許可の段階で審査する10 

こととされている）。 

イ 令和元年火山ガイドは、気中降下火砕物濃度の推定について、いわゆる「3.1 の

手法」（降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法）

と「3.2 の手法」（数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手

法）のいずれか一方を考慮すれば足りることとしているところ、これらの手法に15 

は大きな不確実性や不合理性が存在する。 

  すなわち、①そもそも噴火における噴出量の想定には不確実性が存在するほか、

原告ら準備書面（202）第５・２項ないし４項で詳述したとおり、②数値シミュレ

ーションには大きな不確実性が存在し、特に、「3.1 の手法」で（敷地における）

降灰量＝層厚を想定する際に用いられる Tephra2 は、大規模噴火に適用できず20 

（適用範囲外）、降灰量想定は科学的に意味のある数値になり得ない。また、③気

中降下火砕物濃度の推定における降灰量＝層厚想定では、圧密や再飛散が考慮さ

れていない。そのため、相当程度の過小評価となっている可能性（基準に適合し

ても施設の安全が確保されない可能性）が高い。 

ウ 被告は、「3.1 の手法」も「3.2 の手法」もいずれも「保守性」を含んでいるので25 

問題がないかのように主張するが、被告の主張する「保守性」（実際には保守が不
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確実性をカバーするほどのものであるか否かについて、何らの検証もされていな

い。これを上回る濃度にならないという保証は全くなく、火山ガイドの規定は不

合理である。 

 

⑵ 被告の反論 5 

ア 上記⑴イのうち、③圧密の点については被告準備書面⒇第１・１項において反

論されているが、上記⑴イのうち、①②及び③の再飛散については反論がない。

反論できないものと受け止め、③圧密の点のみ触れる。 

イ 被告は、上記⑴イ③圧密の点につき、被告は、「降下火砕物堆積荷重」に関して、

降下火砕物の降灰層厚（㎝）に密度（ｇ／㎤）を乗じて求める単位面積当たりの10 

質量（荷重）が用いられるところ、ここにいう「降灰層厚」は施設の敷地におけ

る堆積物の層厚の実測値に基づいて行っており、圧密作用を受けた後のものであ

るから、圧密の影響を考慮して層厚を実測値よりも厚く設定する必要はないなど

と反論する（準備書面⒇・１１～１２頁）。 

 15 

⑶ 被告の反論は的外れであること 

  しかし、これも原告らの主張に対する反論になっておらず、論点をはぐらかす

ものである。 

  原告らが問題としているのは、降下火砕物の(a)直接的影響のうち、静的負荷（荷

重）の問題だけではない。電気系及び計装制御系に対する機械的影響や(b)間接的20 

影響についても問題としており、確認事項でいえば、(a)①だけでなく、(a)③及び

(b)も争点としている（甲Ｄ３３８・１１～１２頁）。 

  被告の反論は、せいぜい荷重の問題のみに対するものであって、(a)③電気系及

び計装制御系への影響（気中降下火砕物濃度の推定の誤り）や(b)間接的影響の問

題点に対する反論になっていない。特に、争点Ⅲ②は、あくまでも気中降下火砕25 

物濃度推定の前提として、降灰量＝層厚を求めるために用いるシミュレーション
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の不合理性に関するものであるから、被告の反論は的はずれである。 

 

⑷ 荷重における層厚想定の取扱いについても的を射ていないこと 

ア なお、念のため、荷重の点についてもその不合理性を述べておく。 

  被告は、降下火砕物の降灰層厚の設定においては、文献調査や現地調査によっ5 

て、各地の堆積物の層厚の実測値を明らかにし、これを基に
、、、、、

、噴火源との距離や

風向などを考慮して、原子力発電所の敷地においてどの程度の降灰層厚となるか

を推定するとしている（準備書面⒇・１１頁）。実測値をそのまま用いているわけ

ではない点に注意が必要である。 

イ 具体例として、審査書の記載を踏まえて具体的に確認する。まず、参加人は、10 

甲地軽石（ＷＰ）の層厚について、①文献調査の結果（敷地付近で２０～５０㎝）、

②地質調査の結果（敷地内で再堆積を含み４３㎝）、③数値シミュレーションの結

果（現在の等層厚線図から推定された噴出量８．２５㎦を基に、現在の等層厚線

図をおおむね再現できるような入力パラメータをインバージョン的に調整し、不

確かさを考慮してシミュレートして５３㎝）を踏まえて、５５㎝
、
と設定している15 

（図表５ないし７。この段階では単位面積当たりの質量
、、、、、、、、、、

〔ｇ／㎠〕
、、、、、

ではない
、、、、

）。 

 

図表５ 審査書（乙Ａ５４）・８３～８４頁 
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図表６ 審査書（乙Ａ５４）・８４頁 

 

図表７ 審査書（乙Ａ５４）・８４頁 

 5 

  原規委は、この評価を妥当と判断している（図表８、乙Ａ５４・８３～８４頁）。 

 

図表８ 審査書（乙Ａ５４）・８４頁 

 

エ そのうえで、設計荷重の設定段階で、堆積荷重に加えて、火山事象以外の自然10 

事象や設計基準事故時の荷重等との組合せを設定する必要があるとして、台風及

び積雪を組み合わせる等の評価を行っているが（乙Ａ８４・８７頁）、その段階で

単位面積あたりの質量での評価を行っているものと考えられる。 

オ 上記の流れから分かるように、単位面積当たりの質量を問題にしているのは、

あくまでも荷重に関する評価であり、気中降下火砕物濃度の問題や間接的影響の15 

問題は含まれない。そして、単位面積当たりの質量を算出するにあたっても、①
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文献調査の結果に基づく実測値ではなく、②数値シミュレーションの結果を踏ま

えた数値になっている。 

  そして、数値シミュレーションにおいては、現在の（圧密後の）堆積物の層厚

に降灰面積（等層厚線に基づくもの）を乗じたうえ、一定の係数をかけて噴出量

を算出し、その噴出量を基に、現在の（圧密後の）堆積物の等層厚線を再現でき5 

るように入力パラメータを調整している。 

  しかし、まず、噴火当時（堆積当時）ではなく、現在の圧密後の堆積物の層厚

から噴出量を算出する時点で、圧密は考慮されていない。町田洋教授は、現在の

堆積層厚から噴出量を求める際に、「細かいことまでは議論できない」「（圧密の影

響まで考慮して、現在、計算がされているわけではないということか、という質10 

問に対し）今残っているのは、どのくらいかということ」「現存しているテフラか

ら求められている」などと明確に証言している（甲Ｄ４６２・番号１４３～１４

５）。 

  このようにして、圧密の影響を考慮せずに算出した噴出量に基づいて、再び堆

積当時の層厚ではなく、圧密後の現在の層厚を再現できるように入力パラメータ15 

を調整することにも合理性はない。シミュレーションによって求められるのは、

ある噴出量の噴火が発生したときに、どこにどの程度の降下火砕物が堆積するか

であって、圧密後の層厚を求めるものではない。シミュレーションの数値と圧密

後の現在の層厚は単純に比較できるものではなく、大きな不確実性を伴う。 

カ 原告らが指摘しているのは、このように、圧密の影響を考慮しなくてもよいか20 

のような基準の不合理性ないし基準適合判断の不合理性である。それに対し、実

測値を基に単位面積当たりの質量を用いるという基準になっているから、圧密の

影響は考慮する必要がないというのは、全く原告らの主張に対する反論になって

いない。 

 25 

３ 争点Ⅲ③（気中降下火砕物濃度に関する設計基準の不存在） 
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⑴ 原告らの主張 

  敷地にどのような濃度の降下火砕物が到来するかは、本来設計基準とされるべ

き事項であるところ、現行規制は、事業指定（変更許可）の段階でこの設定を要

求していない。これは基準の欠落であり、不合理であるというのが争点Ⅲ③に係

る主張である。 5 

  敷地にどのような（どの程度の）自然現象が到来するかは設計の大前提である。

そのため、想定される自然現象（想定濃度）の評価が適切かどうか、保安規定（変

更）認可の段階ではなく、事業指定（変更許可）の段階で審査されなければなら

ない。これが保安規定（変更）許可のみに関わる問題であるというのは、段階的

規制の枠組みに反する。 10 

  この点について、原告ら準備書面（202）で詳述し、被告準備書面⑻に対する反

論を行っていた。 

 

⑵ 被告の反論 

ア これに対し、被告は、準備書面(23)・第６において、①気中降下火砕物濃度を基15 

本設計ないし基本的設計方針における審査事項とするか、後続の詳細設計や具体

的な運転管理等に関する審査事項とするかは、原規委の合理的な裁量に委ねられ

ている、②原規委は、専門家を交えた降下火砕物検討チームの検討を経て、気中

降下火砕物濃度は非常用ＤＧのフィルタ等の閉塞にしか関わらないため、保安規

定（変更）認可段階の審査事項としたなどと主張している（準備書面(23)・７４頁）。 20 

イ また、原告らの主張を、現行の規制は、ＳＡ設備によるバックアップに期待し

て設計段階における対策をおざなりにしている（想定を超える降灰の可能性を容

認している）ものと整理し、これに対して、③そのような事実はなく前提を誤っ

ていると反論している（準備書面(23)・７５頁）。 

ウ 準備書面（202）第３・５項で述べた後藤政志意見書における指摘のうち、適切25 

な設計基準の設定を放棄したことの不合理性、設計条件が検証等によって示され
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ていないことの不合理性については、何らの反論もされていない。 

 

⑶ ①原規委の裁量について 

ア 原告らも、再処理事業の指定（変更許可）に係る審査について、当該施設の基

本設計ないし基本的設計方針の妥当性が審査されること、基本設計ないし基本的5 

設計方針は、詳細設計や運転管理、施設管理等に関する事項を決定するうえで前

提となる基本的事項を確定する機能を有しており（準備書面(23)・６２頁）、この基

本的事項を確定することが段階的規制における事業指定の趣旨であることは争わ

ない。敷地にどのような自然現象が到来するか、どの程度の気中濃度の降下火砕

物が到来するかは、まさに詳細設計や運転管理等に関する事項を決定するうえで10 

の前提となる基本事項であり、「基本設計ないし基本的設計方針」に含まれると主

張している。 

イ これに対し、被告は、もんじゅ最高裁平成１７年判決を踏まえ、どのような事

項が基本設計の安全性に関わる事項に該当するかについて、原規委の合理的裁量

に委ねられるとしている（準備書面(23)・６２～６３頁）。 15 

  原告らも、上記の点について、原規委に一定の裁量が与えられていること自体

は否定しない。しかし、この裁量も絶対無制約なものではなく、あくまでも炉規

法の委任の趣旨に沿った範囲でのみ認められるにすぎない。そして、もんじゅ最

高裁判決が出された時点と本件処分がなされた時点では炉規法の条文は大きく異

なるため、安易にもんじゅ最高裁判決に拠ることは許されず、本件処分時の条文20 

から解釈されなければならない。 

ウ この点、炉規法に定められている事業指定、設工認及び保安規定認可に係る要

件及び効果は図表９のとおりである。すなわち、事業指定では、災害の防止上支

障がないものとして原規委規則に適合していると認められない限り、指定しては

ならないという最も厳しい要件が定められている。 25 

  これに対し、設計及び工事計画認可の要件は、災害の防止上支障がないか否か
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は問われず、技術基準規則に該当すれば「認可をしなければならない」とされ、

保安規定認可の要件は、災害の防止上十分でない場合（≠支障がないと認められ

ない場合）には認可をしてはならないとされている。これらは、その前提たる事

業指定の要件が充足されていることを前提に、やや緩やかな要件が定められてい

るといえる。 5 

処分・条文 要件 効果 要件の詳細 

事業指定 

44 条の 2 第１項 

１項各号のいずれに

も適合していると認

めるときでなければ 

指定をして

はならない 

災害の防止上支障がないものとして指定基準

規則で定める基準に適合する（４号） 

設計及び工事計画認可 

45 条３項 

３項各号のいずれに

も適合していると認

めるときは 

認可をしな

ければなら

ない 

46 条の２の技術上の基準（技術基準規則）に

適合する（２号） 

保安規定認可 

50 条 2 項 

２項各号のいずれか

に該当すると認める

ときは 

認可をして

はならない 
災害の防止上十分でないものである（２号） 

図表９ 段階的規制と炉規法の規定の比較 

 

  このような条文の要件を踏まえると、本来事業指定において評価判断されるべ

き事項について、合理的理由なく後段の問題（設工認や保安規定の問題）とする

ことは、法の趣旨に反し許されない（準備書面（218）第２・４項⑴で述べた①法10 

の目的違反に該当）。そして、段階的規制に係る法の趣旨は、前述のとおり、詳細

設計や運転管理等に関する事項を決定するうえで前提となる基本的事項を確定す

ることにあり、この趣旨に反して、本来事業指定において評価判断すべき前提基

本事項について、合理的理由なく後段の問題（設工認や保安規定の問題）とする

ことは、法の趣旨に反し許されないというべきである。 15 

エ これを気中降下火砕物濃度の問題に即してみると、敷地にどの程度の気中濃度

の降下火砕物が到来するかは、まさに詳細設計及び運用に関する事項を決定する

うえでの前提となる基本的事項であり、事業指定の段階で評価判断すべき事項で

ある。これについて、合理的理由なく、要件の緩やかな後段規制に委ねることは、
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法の趣旨に反して許されない。 

オ また、原規委自身が、気中降下火砕物濃度については、「設計及び
、、、、

運用等」によ

るものであるとして、運用だけでなく、設計にも関わるものであること（詳細設

計及び運用に関する事項を決定するうえでの前提となる基本的事項であること）

を認めている。この点は、次項で述べる。 5 

 

⑷ ②気中降下火砕物濃度を保安規定（変更）認可段階の審査事項とした経緯 

ア 被告は、②原規委は、専門家を交えた降下火砕物検討チームの検討を経て、気

中降下火砕物濃度は非常用ＤＧのフィルタ等の閉塞にしか関わらないため、保安

規定（変更）認可段階の審査事項としたと主張する。 10 

イ しかし、これは明らかに事実誤認である。原規委は、専門家を交えた降下火砕

物検討チームにおける検討を踏まえ、平成２９年に火山ガイドを改正していると

ころ、準備書面（202）第３・３項で詳述したとおり、そこでは、参考濃度として

の気中降下火砕物濃度について、「設計及び
、、、、

運用等による安全施設の機能維持が

可能かどうかを評価するための基準として用いる」とされている（甲Ｄ３３８・15 

２８頁）。「及び」というのであるから、運用だけでなく、設計にも関わる問題で

あることは明らかであり、保安規定認可段階の審査事項としたとの主張は事実に

反する。 

ウ また、準備書面（202）第３・５項⑷において後藤政志意見書を踏まえて主張し

たとおり、正確に言えば、設計基準が存在しないわけではなく、従来設計基準の20 

ように考えられていた既往最大1に基づく気中降下火砕物濃度（エイヤヒャトラ氷

河噴火におけるヘイマランド地区の約３〔㎎／㎥〕ないしセントへレンズ火山噴

 
1 なお、ここでいう「既往最大」とは、そもそも真の意味での既往最大ではなく、数少ない観

測例の中で最も大きいものという程度に過ぎず、その数値も、極めて不正確なものであった。

数値としても、機能維持参考濃度とされる数値の１００分の１ないし１０００分の１程度の極

めて小さいものであり、実際にはこれらをはるかに上回る濃度の降下火砕物ががいくらでも到

来する。設計基準として機能しない。 
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火におけるヤキマ地区の約３３．４〔㎎／㎥〕）につき、「参考情報として把握す

る」と位置づけをあいまいにしたうえで、「機能維持評価用参考濃度」として「3.1

の手法」又は「3.2 の手法」に基づく濃度推定を行う建て付けとした（図表１０）。 

 

図表１０ 平成２９年度原規委第２５回会合資料２（甲Ｄ２３７）・１４頁 5 

 

  この機能維持評価用参考濃度でさえ、「設計及び運用等による安全施設の機能

維持が可能かどうかを評価するための基準として用いる」とされ、設計において

も考慮すべきことを原規委自身が認めているのである。 

  被告の反論は事実誤認である。 10 

 

⑸ ③ＳＡ設備によるバックアップに期待して設計段階における対策をおざな

りにしているとの点 

ア 前記⑵のとおり、被告は、原告らの主張について、現行の規制がＳＡ設備によ

るバックアップに期待して設計段階における対策をおざなりにしている（想定を15 

超える降灰の可能性を容認している）ものと整理し、これに対して、③そのよう

な事実はなく、原告らの主張は前提を誤っていると反論した（準備書面(23)・７５
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頁）。 

イ しかし、これは原告らの主張を曲解するものである。 

  原告らは、図表１０で示したとおり、気中降下火砕物に対する規制上の考え方

（案）において、「イ）安全施設の機能維持：２４時間 2 系統の機能維持」に加え

て、「ロ）ＳＡ設備 バックアップ」と記されていることを踏まえ、ＳＡ設備とは、5 

シビアアクシデント対策、すなわち深層防護でいう第４の防護レベルにかかる設

備であるところ、このようなＳＡ設備によるバックアップに期待して設計段階に

おける対策をおざなりなものでも構わない（想定を超える降灰の可能性を安易に

容認する）と考えているとすれば
、、、、、、、、、

、それは深層防護の考え方に違反すると主張し

ていたのである。 10 

ウ これに対して適切に反論するのであれば、気中降下火砕物に対する規制上の考

え方（案）において「ロ）ＳＡ設備 バックアップ」と記されていることの意味

について、ＳＡ設備によるバックアップに期待して、設計段階における対策をお

ざなりにしているわけではないことの合理的な説明を行うべきであるのに、被告

はそのような説明を行っていない。 15 

  被告の反論は実質的なものでは全くなく、反論たり得ていない。 

 

第４ 争点Ⅳ‐影響評価に関する基準適合判断の不合理性 

１ 原告らの主張の整理 

  ここからは、降下火砕物の影響評価に関する基準適合判断の不合理性（争点Ⅳ）20 

に関する原告らの主張の整理を行う。 

  令和元年火山ガイドを踏まえた基準適合判断においては、２０２０（令和２）

年７月２９日に発出された審査書の記載（基準適合判断の内容）が出発点である。 

  火山の影響に対する基準適合判断は、図表１１のとおり、１～９の手順でなさ

れているところ、降下火砕物の層厚想定については、６項で行われている。 25 
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図表１１ 審査書（乙Ａ５４）・７８頁 

 

⑴ 争点Ⅳ①‐最大層厚想定に係る主張 

ア 参加人の評価 5 

(ｱ) 降下火砕物の堆積層厚については、前掲図表４のとおり、原則として敷地及び

その周辺調査から求められる単位面積当たりの質量と同等の火砕物が降下するこ

としている。 

  参加人は、この基準への適合性として、前掲図表５ないし７のとおり、敷地及

び敷地近傍において降灰層厚が最も厚い、北八甲田火山群の甲地軽石（ＷＰ）を10 

想定し、①文献調査の結果（２０～５０㎝）、②地質調査の結果（敷地で再堆積を

含み４３㎝）、③噴出量を８．２５㎦と設定した降灰シミュレーション結果（５３

㎝）を踏まえ、５５㎝と想定した。 

(ｲ) なお、参加人は、当初、文献調査結果から、洞爺火山灰を評価対象とし、敷地

において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を３０㎝と評価していた。しかし、15 
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原規委の指摘により、北八甲田火山群において約２８～１８万年前に噴火した甲

地軽石（ＷＰ）をも考慮に含めることに修正した。 

 

イ 原規委の基準適合判断の内容 

  原規委は、参加人による最大層厚想定について、図表８のとおり、火山ガイド5 

を踏まえたものであって、不確かさを考慮して適切に設定されていることから妥

当であると判断した（乙Ａ５４・８４頁）。 

 

ウ 原規委の基準適合判断の不合理性 

(ｱ) 原告らは、準備書面（203）第２・２項及び３項において、争点Ⅳ①として、Ｗ10 

Ｐ噴火でも風向によっては５０㎞以遠に５０㎝を優に超える降灰が生じる可能性

が否定できないこと、ＷＰと同程度の大山生竹テフラ（DNP）噴火や、より規模

の小さい赤城鹿沼テフラ（Ag-KP）噴火による降灰分布と比較しても過小である

可能性があり、層厚想定に関する基準適合判断が不合理であることを主張してい

た（他の火山における噴火の知見という要考慮事項の不考慮）。 15 

(ｲ) また、準備書面（203）第２・４項及び５項において、そもそも、現在の火山学

の水準として、噴火規模（噴出物量）の想定には、大きな不確実性が伴い、現在

推定されている体積はせいぜい桁（オーダー）単位で見るべきものであって、噴

出量推定の不確実性、堆積当時の降灰量と現在の堆積量は異なることなどを主張

し、このような不確実性を考慮していない点で参加人の評価は不合理であり、こ20 

れを見落とした原規委の判断には看過し難い過誤、欠落が存在することも主張し

ていた（重大な前提事実の誤りないし要考慮事項の不考慮）。 

 

⑵ 争点Ⅳ②‐気中降下火砕物濃度に係る主張 

ア 参加人の評価 25 

(ｱ) 参加人は、降下火砕物の特徴を踏まえ、直接的影響として、降下火砕物の堆積
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による荷重、粒子の衝突、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、水質汚染及び絶縁低下

を設定し、⑴構造物の健全性の維持に対する設計方針、⑵屋外の安全上重要な施

設の機能維持に対する設計方針、⑶外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する

設計方針及び⑷降下火砕物の除去等の対策についての評価を行っている（乙Ａ５

４・８８～８９頁）。 5 

  このうち、⑶外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針につき、参

加人は、図表１２のとおり、降下火砕物が侵入し難い設計とするとともに、フィ

ルタを設置して閉塞・摩耗に対して安全機能が損なわれないような設計にするこ

となどを定めた。 

 10 

図表１２ 審査書（乙Ａ５４）・８９頁 

 

(ｲ) また、間接的影響としては、参加人は、事業所外で生じる外部電源の喪失及び

事業所へのアクセス制限を選定し（乙Ａ５４・８７頁）、これに対する設計方針と

して、参加人は、図表１３のとおり、非常用ディーゼル発電機の７日間の連続運15 
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転により、電力の供給を可能とする設計としている。 

 

図表１３ 審査書（乙Ａ５４）・９０頁 

 

イ 原規委の基準適合判断の内容 5 

(ｱ) 原規委は、直接的影響及び間接的影響の選定について、図表１４のとおり、火

山ガイドを踏まえたものであり、降下火砕物の特徴及び設計対処施設の特徴を考

慮していることを確認したとしている。 

 

図表１４ 審査書（乙Ａ５４）・８７頁 10 

 

(ｲ) また、原規委は、直接的影響に対する設計方針について、図表１５のとおり、

火山ガイドを踏まえていることを確認したとしている。このうち、外気取入口か

らの降下火砕物の侵入に対する設計方針については、図表１６のとおり、降下火

砕物の侵入防止対策として、フィルタの設置等により設計基準対象施設の安全機15 

能が損なわれない方針であること等を確認したとしている。 

 

図表１５ 審査書（乙Ａ５４）・８９頁 
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図表１６ 審査書（乙Ａ５４）・８９頁 

 

(ｳ) さらに、間接的影響に対する設計方針として、図表１７のとおり、申請者の設

計方針が火山ガイドを踏まえたものであることを確認したとする。 5 

 

図表１７ 審査書（乙Ａ５４）・９０頁 

 

ウ 原規委の基準適合判断の不合理性 

(ｱ) 原告らは、準備書面（203）第３において、参加人が、本件敷地にどの程度の濃10 

度の降灰が生じ得るか指定変更許可の段階で明らかにしておらず、その評価の合

理性を判断することができないことを指摘したうえで、従前の十和田中掫テフラ

（To-Cu）噴火（本件敷地において層厚３６㎝）を前提とした濃度想定（３．７

〔g/㎥〕）を参考に、これを甲地軽石（ＷＰ）の５５㎝に引き直すと、約５．６〔g/

㎥〕になるとしたうえで、この評価が、降下火砕物の密度を０．６〔g/㎤〕と小15 

さく評価したものであって（他の原発では１〔g/㎤〕程度が多い）、気中濃度を過

少に評価するものであって不合理であることを主張した（準備書面（203）第３・

２項）。 

(ｲ) また、敷地における粒径分布について、参加人は、Tephra2 による計算値を用

いるところ、To-Cu 噴火や WP 噴火のような大規模噴火に Tephra2 を適用する20 
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ことはできないとされており、その粒径分布は不確実性が大きいこと、むしろ、

１７３９年の樽前噴火（Ta-a）など他の噴火では、参加人の推定値よりも微細粒

子の割合が大きいという結果が見られるところ、微細粒子の割合が増えると、気

中降下火砕物濃度は大きくなるため、参加人の評価は過小なものである可能性が

高い。この点でも、参加人の気中降下火砕物濃度評価は不合理であるが、原規委5 

は、他の原発も含め、これまでそのような指摘を行ったことはなく、これを看過

して稼働を認める可能性が高いことを主張していた（準備書面（203）第３・３項

及び４項）。 

 

２ 争点Ⅳ①（最大層厚の想定に関する基準適合判断の不合理性） 10 

⑴ 原告らの主張に対する被告の反論はほとんど存在しないこと 

  原告らの上記１項⑴のような主張に対し、被告は、準備書面⒇第１・１項にお

いて反論しているほか、特段の反論は見当たらない。 

  準備書面⒇第１・１項については、前記第３・２項において反論済みである。 

 15 

⑵ 他の類似火山の情報を参照することは火山ガイドの要求であること 

ア 原告らは、赤城鹿沼テフラ（Ag-KP）や大山生竹テフラ（DNP）の例と比較し

て、火口から５０㎞程度離れた敷地における層厚が過小である可能性を指摘して

いた（準備書面（203）第２・３項）。 

イ これに対し、被告は、本件事業変更認可申請の審査において、本件再処理施設20 

の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として抽出されたものではないこ

れらの例について、何故当該審査で評価をするべきであるのか等について具体的

な根拠を示していないから、原告らの主張には理由がないと反論している（準備

書面⒇・１２～１３頁）。 

ウ しかし、不確実性の大きい噴出量や敷地における層厚想定に関して、できる限25 

り保守的な評価を行うため、類似する火山の降下火砕物堆積物の情報を参考にす
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ることには合理性がある。火山ガイドも、「原子力発電所及びその周辺敷地におい

て降下火砕物の堆積が観測されない場合」としているものの、「類似する火山の降

下火砕物堆積物の情報」を基に求めることを記載している（解説-19.、甲Ｄ３３

８・１２頁）。 

  また、確立された国際的な基準である SSG-21 は、決定論的評価として、「類似5 

の火山の噴火における実際の堆積量は、当該サイトの考慮すべき火山における最

大堆積厚さを規定するために使用できるであろう。」と定めている（6.8 項、甲Ｄ

２８５・３８頁）。 

エ このように、層厚想定の不確実さを補うためには、類似火山の情報を参照すべ

きであって、これを怠った場合には、要考慮事項の不考慮（確立された国際的な10 

基準を踏まえない判断）として裁量権の逸脱・濫用と解すべきである。 

 

⑶ ＷＰの噴出量想定には Hayakawa（1985）の経験式が用いられていること 

ア 前述のとおり、参加人は、層厚想定に当たり、ＷＰの噴出量を８．２５㎦と設

定している。この根拠について、審査書には特段の記載がなく、原規委の判断過15 

程は不明であるが、参加人が原規委に提出した資料によれば、「工藤ほか（2004）

による体積（３．３DRE ㎦）と密度（堆積物密度：１．０g/㎤、岩石密度：２．

５g/㎤）に基づき、見かけ体積・ＶＥＩを算定」とされている（図表１８）。 

 

図表１８ 参加人作成の資料（丙Ｅ７・２００頁） 20 
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  ここでいう工藤ほか（2004）とは、参考文献一覧２７番の「工藤崇、宝田晋治、

佐々木実（2004）：東北日本、北八甲田火山群の地質と火山発達史」を指している。 

  そこで、工藤ほか（2004）を見ると、甲地軽石（ＷＰ）の噴出量推定について

は、中川ほか（1986）の等層厚線を用い、それぞれのテフラの等層厚線を給源ま

で外挿し、Hayakawa（1985）の経験式を用いて、３．３DRE ㎦と求めたことが5 

記されている（図表１９）。 

 

図表１９ 工藤ほか（2004）（甲Ｄ５２２）・２８６頁 

 

⑷ Hayakawa（1985）の経験式は平均的な数値を求めるものであること 10 

ア 噴出量の推定については、準備書面（203）第２・４項において、一般に、等層

厚線から降灰面積を求め、それに厚さを掛け合わせることによって体積を算出す

ること、原発の層厚評価でしばしば用いられる Legros（2000）の方法について、

最小体積を計算する方法であることなどを述べた。 

  今回、改めて、参加人の評価が、Legros 法ではなく、Hayakawa（1985）の方15 

法に拠っていることが判明したので、Hayakawa（1985）の方法もせいぜい平均的

な数値を用いるものであって、これ以上の噴出量にはならないという最大値を導
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くものではない（大きな誤差がある）ことについて述べる。 

イ 前提として、噴出量は、その想定を誤ると、原発に想定を上回る降下火砕物が

到来し、各種施設や機器に同時多発的に深刻な影響を及ぼし、破局的な事故にも

つながりかねないのであって、深刻な災害を起こさないようにするため、「これ以

上の規模の噴火はほぼ起こらない」といえるレベルのものでなければならない。 5 

  にもかかわらず、噴出量推定の手法が「これ以上の規模の噴火はほぼ起こらな

い」といえるレベルを導くものではない場合、原規委の判断は、裁量権行使の前

提となる重要な事実を誤認してなされたものとして裁量権の逸脱・濫用となる。 

ウ そのうえで、山元孝広氏は、まず、Legros 法について、１つの閉じられた等層

厚線の面積から全体積の最小値を与えるもので、真の体積は Legros 法の最小値10 

の数倍以内であることが多い、という。そして、Hayakawa 法は、結晶法適用例の

平均値を用いるものとされ、Legros 法による最小体積は、Hayakawa 法体積の約

３分の１になるという（図表２０）。 

 

図表２０ 山元孝広ほか（2013a）（甲Ｄ５２３）・２６３頁 15 
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  ここで重要なのは、Hayakawa 法も、「平均値」を用いているという点である。

真の体積が、Hayakawa 法で算出された体積で収まるという保証は全くなく、む

しろ、これを超えることが十分にあり得る。 

エ さらに、工藤ほか（2004）の引用元（原典）である Hayakawa（1985）によれ

ば、タウポ噴火、ワイミヒア噴火、ハテペ噴火（いずれもニュージーランドのタ5 

ウポ火山帯における噴火）、中掫噴火及び南部噴火（いずれも十和田における噴火）

の５つの噴火堆積物について、噴出量（体積）Ｖと、等層厚線が囲む面積Ｓ及び

層厚Ｔの積（ＴＳ）との間に、比例関係が見てとれること、その比例係数の平均
、、

値
、
が１２．２であることが示されている（図表２１）。 

 10 

図表２１ Hayakawa（1985）（甲Ｄ５２４の１）の表１０・５７４頁 

 

  これは、ある火山灰層の厚さ(Ｔ）の等層厚線で囲まれる面積(Ｓ)から、その火

山灰の総体積（Ｖ）を近似的に求めることができるという経験則であり、体積の

概数を求めるものであるが、早川教授自身が、わずか５例
、、

のデータに基づいた平
、

15 

均値
、、

であることを明示している。例えば、タウポ噴火であれば、実際には V と TS

の比（V/TS）は５０㎝の層厚について１５．７、２５㎝の層厚について１０．６
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とされており、大きな誤差があるほか、仮に、５０㎝の層厚について、Hayakawa

法の平均的な係数である１２．２で計算した場合、噴出量が、 

V＝１２．２×ＴＳ＝１２．２×５０×１．５３≒１８．６６㎦ 

と、結晶法に基づく数値（２４㎦）よりも４分の３ほども過小に算出される結果

となる。 5 

 

⑸ 原規委の判断には裁量権の逸脱、濫用があること 

ア このように、Hayakawa 法も、決して「これ以上の規模の噴火はほぼ起こらな

い」といえるレベルを導くものではなく、平均値を使った簡便な方法に過ぎない。 

  なお、原告らも、Hayakawa 法が不正確で実用性に乏しいなどということを言10 

いたいのではない。どのような算出方法を用いるかは、それを何に使うかという

目的に応じて考えればよい。一般的な火山学の世界では、そもそも堆積物自体が

点在的にしか分からず、等層厚線にも誤差が含まれる。そのため、噴出量につい

ても、大まかな数値としてこれを利用しているのであって、そのこと自体には合

理性があるし、Hayakawa 法も、近似値を導くものとしては有用とされる。 15 

  しかし、これを、「これ以上の規模の噴火はほぼ起こらない」といえるレベルを

導く必要のある原発の安全評価のために用いることは危険（非保守的）である。

わずか５例しかないため、科学的に、どの程度の誤差があるのかということを言

うこと自体が困難であるが、だからといってこの不確実性を考慮しなくてよいと

すること（分からないから考慮しなくてよいという開き直り）は許されない。不20 

確実性を保守的に評価し、例えば倍半分の誤差はあるものと考え、８．２５㎦の

甲地軽石噴火（ＷＰ）であれば、１６．５㎦を超えることはほぼない、といった

形で安全側に評価しなければならない。 

イ そうであるにもかかわらず、参加人は、Hayakawa 法を用いた甲地軽石（ＷＰ）

の噴出量８．２５㎦につき、何らの批判的検討も行うことなく、安易に用いてお25 

り、原規委の判断も、このような誤差、あるいは Hayakawa 法が平均値に基づく
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算出方法であるという火山学における基本な事実を見落として本件処分を行った。

これは、裁量権行使の前提となる重要な事実を誤認してなされたものであって、

裁量権の逸脱・濫用というほかない。 

 

３ 争点Ⅳ②（気中降下火砕物濃度に関する基準適合判断の不合理性） 5 

  争点Ⅳ②については、被告は、これらは保安規定認可において審理される事項

であると反論するばかりで、上記１項⑵で述べた主張に対して全く反論していな

い。 

  争点Ⅳ②について、保安規定変更認可における審査事項と解すべきでないこと

は、争点Ⅲ③に関して、第３・３項で詳述したので繰り返さない。 10 

  気中降下火砕物濃度に関する基準適合判断はそもそも存在せず不合理であるが、

従来の評価から推測される濃度（約５．６〔g/㎥〕）としても不合理であって、本

件施設にこれを上回る濃度の降下火砕物が到来する危険が否定できない。 

以上 

  15 
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別 紙 

火山事象に関する争点の整理 

２０２５（令和７）年１２月１０日現在 

 

 立地評価に関する問題 影響評価に関する問題 

基準の不合理性 領域Ⅰ 領域Ⅲ 

基準適合判断の不合理性 領域Ⅱ 領域Ⅳ 

図表１ 火山事象に係る問題の整理  5 

 

領域 争点 概要 準備書面 

前提 

火山学の基礎知識 （155）（190）（202）（204） 

（209）（215）（218）本書面 

科学の不定性と司法判断のあり方 （182）（183）（218） 

領域Ⅰ 

争点Ⅰ① 

立地評価が保守的なものになっていないことに関

する基準の不合理性 

（137）（154）（162）（176） 

（184）（190）（195）（197） 

（204）（209）（215）（218） 

争点Ⅰ② 

巨大噴火とそれ以外を区別していることに関する

基準の不合理性 

（162）（176）（184）（195） 

（197）（204）（209）（215） 

（218） 

争点Ⅰ③ 
巨大噴火に至らない噴火の噴火規模に関する基準

の不合理性 

（176）（184）（195）（197） 

（204）（209）（215）（218） 

争点Ⅰ④ 

モニタリングの位置づけを修正したことに伴う基

準の不合理性 

（137）（176）（184）（195） 

（197）（204）（209）（215） 

（218） 

領域Ⅱ 

争点Ⅱ① 
十和田カルデラ噴火（To-OF 及び To-H）を考慮し

ないことの不合理性 

（154）（199）（204）（209） 

（215）（218） 

争点Ⅱ② 
運用期間について明確にしないことに関する基準

適合判断の不合理性 

（154）（176）（199）（218） 

領域Ⅲ 

争点Ⅲ① 
降下火砕物の層厚想定ないし巨大噴火に至らない

噴火の噴火規模に関する基準の不合理性 

（176）（202）（204）（209） 

（215）本書面 

争点Ⅲ② 
気中降下火砕物濃度の推定手法に関する基準の不

合理性 

（155）（176）（202）（204）

本書面 

争点Ⅲ③ 気中降下火砕物濃度に関する設計基準の不存在 （202）本書面 

領域Ⅳ 

争点Ⅳ① 最大層厚の想定に関する基準適合判断の不合理性 （155）（203）（204）本書面 

争点Ⅳ② 
気中降下火砕物濃度の推定手法に関する基準適合

判断の不合理性 

（155）（203）本書面 

図表２ 領域と争点の整理 


